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第１回 流山市市民参加推進委員会 議事録（概要） 

 

１ 日  時  令和６年５月２２日（水）午前１０時００分～正午 

 

２ 場  所  流山市役所第２庁舎３階 ３０６会議室 

 

３ 出席委員  関谷委員長、齋藤副委員長、島澤委員、羽田野委員、竹井委員、井上委員 

         

４ 欠席委員  無 

 

５ 傍聴人   無 

 

６ 事務局   片平コミュニティ課長、松田課長補佐兼コミュニティ係長、 

齋藤主任主事、内藤主事 

 

７ 議題 

（１）令和５年度終了事業の評価について 

（２）評価基準の見直しについて 

（３）その他 

 

８ 議事内容 

 

委員長 

ただいまから、流山市市民参加推進委員会を開催します。 

本日の出席をご報告します。ただいまのところ出席委員全員であります。よって、

定足数（半数以上）に達しておりますので、会議は成立していることをご報告しま

す。 

まず、本日の議事の進行について、事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 

 本日は、令和５年度終了事業の評価、評価基準の見直しについてご審議いただき

ます。 

 なお、議事録作成事務の都合上、発言をする際はマイクを使用していただきます

よう、ご協力をお願いいたします。 

 

委員長 

それでは、議題（１）「令和５年度市民参加終了事業の評価」を議題とします。

始めに、配布資料１の説明を事務局からお願いします。 

 

事務局 

 まず初めに、今年度の年間スケジュールについて説明します。（資料２）年間ス

ケジュールをご覧ください。 

 今年度は、答申の審議も含めて、全５回を予定しております。 

 昨年度は、第２回の希望者が多数の場合開催とし、開催しない方が多数だったこ

とにより２回目の開催をいたしませんでしたが、５年度終了事業は１４件と多いこ

とから、第２回において、「評価確定の事前のすり合わせ」をイメージしています。 
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第３回は令和５年度実施事業評価の確定とし、評価確定後は第４回、第５回で答

申をまとめていくことと予定しています。 

つきましては、５年度終了事業が多く、昨年度も評価の確定時に時間をオーバー

したことから、８月２８日（水）の第３回目は開催を９時からとし、終了予定を１

２時として、３時間に変更させていただきたいと考えております。皆様のご審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

委員長 

それでは、ただいま事務局から説明がありました「８月２８日開催の第３回の開

催時間を９時から１２時の３時間にすることについて」、審議したいと思います。

９時から開催の場合に、ご都合の悪い方はいらっしゃいますでしょうか。 

 

≪意見無し≫ 

 

委員長 

 それでは９時からとさせていただきます。 

 

委員長 

それでは、配布資料２の説明を事務局からお願いします。 

 

事務局 

 それでは、令和５年度終了事業について、簡単にご紹介させていただきます。 

 

≪今年度の終了事業について一通り読み上げる≫ 

（No・事業名・担当課名） 

 

委員長 

 それでは、事前に共有された「市民参加実施予定・結果シート」等を踏まえて各

事業の市民参加手続きについて意見交換をできればと思います。 

 今、資料２に基づいて、令和５年度の対象事業の一覧について、説明を頂きまし

たけれども、皆さんには事前に市民参加実施予定シート、それから市民参加実施結

果シート、それぞれがセットになったものがファイルになって送られています。こ

れに基づいて審議を行うこととなります。 

ご質問をしていただいて、最終的にこの事業について評価をいただくという流れ

になっていきますけれども、今日はこの後、５０分ぐらいの時間で、これらについ

てお気づきの点があれば、ぜひここでご質問ご意見等ちょうだいできればと思いま

す。 

後で事務局の説明があると思いますけれども、６月３日までに、皆さんで、質問

表を記入頂いて、提出頂いたご質問については、事務局にてとりまとめをして、そ

の回答を次回委員会の前にもらうようにして、次回の委員会では、それらの回答も

踏まえた上で改めて意見交換となっています。 

ですから、今日はどんな質問すればいいかですとか、ちょっとこれはどうなって

いるのだろうかっていうようなことを細かくても構いませんので、いろいろご指摘

頂いて、皆さん、この後、質問を作成する参考にしていただければと思います。 
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ご質問、ご意見等いかがでしょうか。 

Ｃ委員 

この資料２について、No.３の事業について、パブリックコメントの結果の表記は

「２５件（４名）」の間違いではないでしょうか。 

それから、資料２の１番最後の No.１３の事業と No.１４の事業を比較したときに、

アンケートの表記ですが、No.１３の事業はアンケート３１名。No.１４の事業はア

ンケート８４件。名と件について、こだわった話ですけど、これはどちらが正しい

のか、ご確認お願いします。 

 

事務局 

はい。こちらのほうでしっかりと修正させていただきたいと思います。 

ご指摘ありがとうございます。 

 

委員長 

よくあるのは、例えば１人で何件か出す場合もあるので、そういった違いである

場合もありますけど、ちょっとご確認頂き、後ほどまた共有していただければと思

います。 

 

事務局 

はい、共有させていただきます。 

 

委員長 

ほかにいかがでしょうか。 

 

Ｃ委員 

個別の質問じゃないですが、全１４事業をざっと見てですね。 

感じた点で、確認なのですけれど、１点目はですね、各事業の中で審議会とか協

議会とかやるときの構成人数について、事業の中で１番少ない６～７名で審議会を

やりましたっていうね、多いので１７～１８名でやりましたっていうのがあるので

すね。 

市民参加手段の中で、審議会とか協議会、それの委員数といいますかね、その辺

りに何か基準があるのかないのか、６名でいい、１７名でいいっていう、何かその

辺りで、これ事業の質問じゃなくて、システムについての質問です。それが１点目。 

それから２点目、事前に何かをやって、何か案をつくって、それをね、議会に説

明しましたっていうのがですね、いろんな審議の前に入っているやつ。 

それから全部終わって、パブリックコメントも終わった後に最終版を行って、議

会に説明しましたっていうのを明記している。 

その事業が２種類あるのですよ、議会説明を明記しているものが。３件か４件ぐ

らいあって、ほかのところは多分１番最後にやるのだろうな、やったのだろうなと

理解したのですけど、その辺りね、議会説明っていう、その時間軸ですね、それに

対して、市民参加のこの委員会としてどう考えればいいのかっていうのが２点目で

す。 

最後に３点目として、長期的にやっているやつも関係するのだと思いますけど、

審議会や協議会、もしくは審議会を２回や２種類やっているっていうのもあるので
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すね。この違いは何でしょうか。構成メンバー、多少違うというのは理解している

のですけれど、話し合って、審議会を二つやって、年度の中で切替えていたりする

事業があるのです。このあたりどういう評価をすればいいのかと思いました。 

全体的に見た場合ですね、横断的に感じていて、分かりましたら教えてください。 

 

委員長 

はい。今３点質問がありました。 

事務局から回答をお願いします。 

 

事務局 

はい、まず１点目、審議会の委員数の決まりということですが、基本的に審議会

等は附属機関に関する条例というもので定員が定められているところではあるんで

すけれども、各審議会において共通して決まっていることというのは、市民参加条

例において市民公募（市民を代表する）委員は、原則として一定数入れるというこ

とは決まっておりますが、それ以外については、その案件の専門性ということで、

いろいろ変わる事があって一定の基準があるというわけではなく、学識の委員の方

を入れる、関係機関の中で、県や国の方が多いんですけれども、そういった方を入

れることや、関係団体の職員として、例えば高齢者福祉だったらシルバー人材セン

ターの方を入れるとか、そういった場合があります。 

主に決まっているとすれば、市民から公募による市民を代表する委員の方を入れ

るということぐらいで、人数等については案件ごとに異なるというところでござい

ます。 

２点目、議会への説明のタイミング時間軸ということですが、パブリックコメン

トをする際に、必ず議会の全員協議会を行い、各３月・６月・９月・１２月の定例

会を開会する前に、議員の皆様を集めて、今回はこういう議案がありますとか、そ

ういった公開ではなく、非公式に協議会という形で議員の皆様に報告するなり、い

ろいろな政策等を報告する場があるんですけれども、パブリックコメントを実施す

る際、また結果については、全員協議会という場で必ず報告しております。 

そのため、担当課で書いてるところ、書いてないところがあるというのは、担当

課の記載判断があろうかと思いますが、議会への説明のタイミングということに関

しては、パブリックコメントをやっている事業ついては、実施前と実施後で必ず実

施しているということが一つと、あとは議会への報告、議会全体への報告を議会の

報告と読むのか、常任委員会がそれぞれございますので、常任委員会の報告もそれ

も議会報告というのであれば、それは政策を進めるにあたって、各担当課の判断で

逐次行われているものと理解していただいて大丈夫だと思います。 

 

事務局 

例えば事業 No.１２番の成年後見制度促進施策の方針を決める計画のところに、

確かに審議会、という形で２つ載っていたので、個別的に２つやらなきゃいけない

というわけじゃないかと思います。 

この計画がやはりそれぞれ専門性があったり、こういった形で審議会を開催して

やりたいということであったりという、各担当課の判断でやっているかとは思いま

す。 

必ず一つでなければいけないとかっていうこともないですし、計画的には重複し
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てしまう可能性もあるので、なぜやられるのかって言われると、それが審議会ごと

にこの計画を定めているわけではないので、計画の内容として２つに図ったという

担当課の考えだと思われます。 

個別的に各担当課に聞かないと、それぞれの理由というのはそこまで正確には分か

らないかとは思うのですけれども、恐らく計画の内容の問題かと思います。 

 

委員長 

よろしいでしょうか。今の３つのご質問で、１点目について、市民を入れるって

いうようなことは一応ベース的にということですね。男女比については、どうなの

でしょうか。 

 

事務局 

指針としてなるべく４割以上、入れるように努めることというのは市全体の中で

共有されています。 

 

委員長 

それとあと２点目の議会の報告については、もちろん全員協議会とかそういった

ところで事前に報告する。 

多分、もっと前の段階で説明をするようなケースっていうのは、これは非公式な

場合もあって、よくあるパターンというのは、非公式にやりとりをして、なかなか

ちょっと、うまくいかない場合には、流れが止まってしまうていうケースもよくあ

って、そうすると、そういう段階で、その事業そのものが、なかなか予定どおり進

まない、市民から意見をもらう部分がなかなか膨らまなかったということも、場合

によってはあるかもしれないですね。 

 

事務局 

そうですね。 

当然、政策が大きいとか市民への影響が大きいことについては、パブリックコメ

ントの前段階でも、議会にそれぞれ説明をする、全員協議会等で説明するというこ

とはままあることだと思います。 

 

委員長 

それは直接市民参加にどう影響あるかというと、またちょっと別問題であるとは

思いますが、一応そういうふうなこともあるということは一応了解しておくという

ことで。 

他にはいかがですか。 

 

Ｄ委員 

この資料２の中で、国や県の上位計画による実施等について、市が担当の場合は、

これは市が全て責任を持っていろいろやろうというふうに理解できると思うんです

けどね。 

これは国や県が担当になった場合、そういうところを評価するときに、何か基準

というか、いやいや、これは国が言っているから、それはできません等、その辺の

ところは、どの程度の問題かということだと思うんですけれど、もし何かあればち
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ょっと教えていただければ思います。 

 

Ａ委員 

話をちょっと被せますが、例えば交通安全基本計画と言うのがあって、当該年度

において講ずべき交通安全施策及び都道府県交通安全実施計画の作成基準となるべ

き事項について定めています。都道府県はそれに対し、地域の実情にあった計画を

作成しています。要は上位の計画っていうのが、県だろうが国であろうが、そこは

土台となって、後は市として、どういうふうに、それに反しない形でやっていくっ

ていう形でやるのではないかと思います。 

違いますか。 

 

事務局 

はい。先ほどおっしゃったようにですね、国や県が上位計画を立てている場合に

は、やはり参酌すべき基準なのかとか、それを標準にするのかっていう基準がある

かと思いますので、それを踏まえた上で、市の裁量を担当課は把握しているはずな

ので、それを今回市民参加の話をするに当たって、必要であればそういったような

ことをお話しすることもできるかと思いますので、そこは検討をすべきところなの

かなと思います。 

いずれにしても、国や県がどこまで裁量としてもっているのかっていうのは、担

当課のほうで把握しているのでそこは、確認できると思います。 

 

Ｄ委員 

国が行っている事業があって、その範囲内で、市の対策というかそういうのを、

それに基づいて行うと、それであれば、実態的には、市が全部ではないまでも、お

おむね進めているというふうな理解でいいのでしょうか。 

 

事務局 

そうですね。 

いずれにしても全く何も裁量がないっていう話ではないかと思います。 

少なくともこれを計画として上げて、計画を市民の方に、これはどうですかって

いう投げかけをしている以上はある程度の裁量があると思います。そこを確認して

いただく。そういう、どれだけ参加しているのかっていうのを確認していただくっ

ていう方向性なのかと思います。 

 

委員長 

上位計画は、大体総合計画の中で、よく施策とか事業がどういう位置づけになっ

ているのかっていうことを明らかにする場合に、国の制度に基づいているとか、県

の施策に基づいているっていう形で示すことが、しばしばあります。 

それに基づいて、それがどういう流れの中に位置づけられ、あるいは、上位機関

がどれぐらいの予算を出して、自治体としてはどれぐらいの予算を出しているのか

っていうことが明らかになる、そういう形で見ることが多いのですけど、市民参加

のシートなので、市民参加のシートに上位計画有無を入れている意図っていうのは、

どういう意図はどの辺にありますか。 
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事務局 

ちょっと私どもも、当時、どういった趣旨で入れたかは現在把握していませんが、

歴代の委員が審議をしていく中で、多分そういった議論になりやすかったので、審

議の参考として、入力している部分になるかとは思います。より議論がしやすくな

るようにという趣旨ではあると思います。 

 

委員長 

今こうなっているっていう確認でいいと思いますが、例えば、国のこういう方針

でやれというふうになると、自治体は基本的にそれに従わなきゃいけないと部分が

色々出てきます。 

そうすると、例えば指定期間が切迫している中でこれをやれって言われるときに

は、自治体としてはもっと市民からいろんな意見を募りたいんだけれども、時間が

なくて、この手法しかとれなかったなということが、例えばあったりすると、これ

をどう評価すればいいかなと、っていう話に例えばなったりすることはあるので、

そういう意味合いでちょっとこの部分については抑えておいていただけたらと思い

ます。 

他にはいかがでしょうか。 

 

副委員長 

資料を拝見させていく中で、気になったところがあります。 

委員の皆様は、この資料を補足するツールみたいのは用いられていますでしょう

か。というのは、持っていらっしゃらないということであれば、やっぱり、市のほ

うから出してもらうという形になると思いますが、特に気になったのが、資料の予

定シートと、それから結果シートに分かれていて、結果シートのなかに市民参加の

実施内容、多分我々が評価を判断するときに、ここの実施内容、多分注視するんじ

ゃないかと思うんですけども、その中で、⑥対象者人数ここを見てると、情報を提

出頂いている課のところでちょっと、判断が分かれているのじゃないかなと散見さ

れた。 

というのは議会とかパブリックコメントとかっていうのは、そんなに変わらない

ですが、アンケートとか、諸々のところです。 

特にアンケートっていうのは、配った数が結構書かれていて、それだけを見てい

ると、１５００人ものアンケート結果から、計画を出しているからと、ちょっと誤

解しやすい。実はこの数字は、アンケートを配った形で、実際集まったのが約７０

０件です。 

資料を読む際に、市のほうで、関わる資料等は、市のホームページに公表してい

るから、それも見ながら、判断してねって書かれている。 

もう実はアンケート結果とか、そういった諸々の情報っていうのが読み込んでい

かないと、ちゃんと判断できないっていうのは、この委員会のシステムになってい

て、この資料を読んでいく際に誤解しないほうがいいなというのと、あとその誤解

が生まれないようにやっぱりこの場で、こういう資料を読んでここは判断しました

というところをある程度明示していかないと、正しい判断ができないのかなと思い

ました。 

そういう齟齬が生まれないような進め方をしていただけるといいかなと思います。 

１案としては、ワークショップ形式で何か表を出して、みんなで、最初に評価を
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合わせて出してしまって、分かれたところは一体何で分かれたのかっていうのを明

確にしていくっていうのは、オープンにできるやり方かなと思います。 

けれども、ノウハウというところで、ハードルがあると思いますので、そこは事

務局の方でやりやすい形を検討していただければと思います。 

ちなみにアンケート結果については、ほぼ、市のほうで公開しているので、何通

集まって、それが何％ですというのは書いてあります。 

できればなんですけど、ここに書かれている情報っていうのは、配った数しか書

かれていないので、ちゃんと回収した数っていうのを資料として、補足資料として、

お出していただければ、皆さん判断がしやすいと思います。 

そこら辺は事務局のほうで、ご検討いただければと思います。 

そのほかも多分皆さんの中で、これって本当にこの数なのかっていうところで、

担当課までいかなくても出せるものって多分あると思います。 

だから、ここは情報の均等均衡化、というところで、それこそ去年の議論じゃな

いんですけど、CCをつけてメールをやりとりする等ありましたけれども、全員は全

員に対して、配信していくような形で情報共有していくことをするとバランスが良

くなるのかなと思います。 

 

Ｃ委員 

私の勘違いかもしれませんけど、少なくとも去年は提示された資料だけでは判断

してなくて、パブリックコメントについて、ホームページにパブリックコメントの

一覧が全部出ていて、Ｂ委員も広報 IDを気にしていましたけれども、読んで、どん

な質問、どんなコメントがあって、それに対してどう答えているかっていうのを一

つひとつ確認してから、最終的にこの評価を出すということを、以前から、私はや

っています。 

ただ、アンケートについてもね、各事業を見れば、アンケートの何件答えが返って

きたとか、この項目については、何％だとか、そんなデータも、ホームページにあ

ったような気がするんですけどね。 

 

事務局 

はい。 

 

Ｃ委員 

ですよね。 

 

副委員長 

ありがとうございます。 

実際は、アンケート結果という形で出されているものもありますが、ないものも

あって、それはどこに調べるかっていうと審議会の議事録とかに行かないと確認で

きないというところで、例えばグーグルの検索で、「流山 高齢者施策の計画 ア

ンケート結果」と打っても出てこなかった。 

というところで、ちょっとこのあたり、委員間の中で、情報の格差が出てしまう。 

具体的に申し上げると、事業 NO.８番、高齢者支援の実施結果シートで、その対象

者に、①６５歳以上の市民２,０００人、②のところでも市民１,０００人と書いて

ある。 
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これだけを見ると、２０００人に、１０００人から情報を集めていると思いがち

ですが、実際は、回答者約６００人が回答しており、っていうところで、担当課の

ほうで判断が分かれるっていうのは、ある話ではあると思うんですけど、我々が判

断するときに、それがあってはいけない。そのあたりの均衡はちょっと図っていく

必要があると思います。 

 

委員長 

はい、十分配慮します。 

事務局からどうぞ。 

 

事務局 

はい。今ご質問頂いた件で、おっしゃっていただいたとおり、予定シート・結果

シートのほうに、ここに書き切れない情報として、審議会、パブリックコメントの

手続っていうところで、各担当課の回答だったりっていうところ、審議会の内容だ

ったりというところを、全ての資料を実際に印刷していくとなるとですね、どうし

ても大量な情報になってしまうというところもございますので、我々のほうから関

連するホームページの広報 IDということで、市ホームページ上で、ID検索という

ところで検索をしていただきますと、実際の個々の情報にすぐ飛ぶことができると

いったところで、この結果シートについて、ここに書き切れない情報に関しまして

は、実際に委員の皆様で、ご確認をしていただきたいというところもちろんあって

ですね、こちらのシートの修正をしているというところではありますし、仮にその

ホームページにも載っていない情報というところは、ぜひ質問票で、各担当課に投

げかけていただいて、そちらの回答をまた皆様に連携させていただきたいと思って

おりますので、事前にお渡ししている資料というところでは、こちらの予定シー

ト・結果シートから皆様のほうで、広報 ID で情報は、ご確認頂ければなと、我々の

ほうは、そう考えて、広報 IDを載せさせていただいております。 

 

事務局 

補足として、副委員長からおっしゃっていただいた、ちょっと結果シートの表記

が分かりにくかった部分について、事前にお話をお伺いしたときは、事業 No.７番

の障害福祉のアンケート結果、次に事業 No.８番の高齢者支援のアンケート結果の

部分、と、最後に、事業 No.１３番の住民票のパブリックコメントやアンケートの

結果の部分が、ちょっと人数の把握ができなかったというご意見を頂きましたので、

こちらについて我々事務局のほうで担当課にお伺いしまして、質問票のほうに、回

答結果を記入して、委員の皆様に実際の実数をお伝えできればと思いますのでよろ

しくお願いいたします。 

また、その他の点でも、この結果シート・予定シートについて分からない点があ

りましたら、これも質問票にて、ご質問頂ければと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 

委員長 

今後に向けてっていうことであれば、シートの書き方で事務局のほうから次年度

以降、各課にどういうふうになることを記入すべきなのかっていうことも確認はし

ていただけるとよいと思います。その辺も合わせてご対応いただけたらと思います。 
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ほかにはいかがでしょうか。 

 

Ｃ委員 

後で議論するかもしれませんが、この市民参加の方法のマニュアルについて、前

期委員会で見直したものですが、パブリックコメントなんかは早めに実施してくだ

さいっていうことは書いてありますけど、早い時期にやって、審議会とか、意見交

換会とかがダブるような形で、フィードバックかかるようなそういう実施をしてく

ださいっていうものが見直されて、令和５年度の事業からですね、そういうふうな

方向でご指導されたというふうに理解しているんですけども、実際この１４事業を

見てみると、やっぱりパブリックコメント、１番最後にやっていてですね、フィー

ドバックがどうかかったか分からないけれども、ほとんどが見直しなし。 

これはどうなんでしょうね。 

各担当課が、理解してないのか、徹底されてないのか。無視されているのか。 

その辺りどうお考えでしょうか。 

 

事務局 

こちらについてはですね、前期委員の中で、市民参加の職員向けマニュアル、改

正していただきまして、この内容間違いなく職員のほうには共有されております。 

その中で、ちょっと今おっしゃっていた部分とちょっと認識の違いがあるかなと

いうのが、パブリックコメントを早期にやることが、より良いですよという、より

よい評価としてのお示しだったり、パブリックコメントをやっている間に、意見交

換会等をやるとより良いですよっていう話であって、義務ではないんですね。 

パブリックコメントを早期にやりなさい。絶対やらなきゃ駄目です。とか、パブ

リックコメントの間に意見交換会を絶対にやりなさいという義務ではないので、担

当課において、その事業のスケジュールの中で、スケジュールも考えるときの一つ

の情報としてはもちろん提供しておりますが、義務ではないので、その中で担当課

がどういったスケジュールを選ぶかっていうのは、また別になって、今回はそれぞ

れの事業スケジュールが出てきているというところです。 

パブリックコメントの中で意見交換会をやっているって言う課も確かにあり、マ

ニュアルを見ていただいたところもあると思うんですけど、そういった課によった

選択が、それぞれなされているという形になります。 

 

副委員長 

最後に、ちょっと今評価について、やはり市民参加の在り方について、私もちょ

っと、見ていて、何かほかにもやり方だってあるんじゃないかなって個人的には案

を思っていてはいるんですけど、それは個人的でしかないので、ちょっとこの場で

は割愛させていただきますが、せっかくですね、委員会としてこうやって知見を持

ってらっしゃる方が集まっているので、もしパブリックコメントで限界があるので

あれば、何かほかの市民参加の在り方があるんじゃないかということで、この委員

会の中で、１案出してもいいんじゃないのかなと。ちょっと思っているところでご

ざいます。まだこれが始まったばかりですので、皆様の中でですね。 

実際やっぱりパブリックコメントって一応資料、一旦計画が出来上がって、それ

からやるというスケジュールの関係上、ぶっちゃけていいのか分からないんですけ

ど、やっぱり結構スケジュールの後ろになってしまいますし、何だかんだ年度のぎ
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りぎりのところで、もう何かパブリックコメントは集めたけれども、計画に反映し

てるともう時間がないっていう、そういう時間がないことを理由にしてはいけない

けれども、どうしても出てくる方法じゃないかと思ってしまっているので、それを

無理やり、いや、そうじゃなくて、もっと全部のスケジュールを前倒してやればい

いじゃんというところが１案としてあるかもしれないけど、それだったら、何か別

に、市民参加ができるような、何か仕組みがこういうのもできるんじゃないってい

うのを言ってあげられると、我々の委員会も、もうちょっと、有意義なものになっ

てくる。 

そういう議論も、今年度できればいいんじゃないのかなと思っています。 

よろしくお願いします。 

 

委員長 

それが評価の中で、いろいろそういった条件的なものを盛り込んでいくこともい

いと思います。 

なので、なかなか書けない部分があったりしますから、ぜひその辺はご意見とし

てはそれぞれの事業ごとに頂戴できればと思います。 

今のことに関して、昨年度も少し申し上げたんですけれども、やっぱちょっと気

になっていますのは、それぞれのシート、特に、結果シート、両方そうですけれど

も、市民参加の方法についてっていうので、一応市民参加の方法は、このマニュア

ル上あるいは条例上でいうと、審議会、アンケート、意見交換、公聴会が出てるん

ですね。 

あるいは政策提案といったようなものが、手法としては、それ以外の効果的な、

と認められるものを検討するっていうふうにうたわれています。 

要するに各課でどの手法が望ましいのかっていうことは十分に検討して進めるっ

ていう、内容になっています。 

だけど、各課の中で、この手法、例えばパブコメと意見交換会を取上げました。

パブコメだけにしましたかってその判断とか判断理由っていうのはこのシートの中

では、明確になっていない。 

でも市民参加ってことを考えたときには、私は各課でどういう検討がなされたか

っていうことを少し明らかにしていくということが大事だと思います。 

今日も少し質問の中で盛り込んだところもありましたけれども、今年度もう少し

それを意識しながら、質問とか評価業務をしていければいいのかなというふうなこ

とを思いました。 

もう１回ちょっと事務局のほうで、ご検討ください。 

 

事務局 

はい、そうしましたら、今ご質問頂いた選択した理由っていうところにはなりま

すが、一応各シートの予定シートの市民参加の方法についてということで、実施方

法の１番右の欄にですね、市民参加の方法を選択した理由ということと、実施時期

を選択した理由ということで、あるんですけれども、実際にはもっと深い意味での

っていうところもちろんあると思うんですが、担当課として、選択した理由ってい

うところはしっかりと予定シートのほうにも記入していただくような形にはなって

おります。 
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委員長 

個々の方法を選択した理由はあるのだけど、いろんな手法がある中で、この事業

について今担当課としては、これこれの二つに絞りましたっていう、その二つに絞

った理由ってのは載っていないのですよね。 

だけど、もっと先ほど副委員長のご意見にも絡みますけれども、でももうちょっ

とこういう手法、例えばワークショップのような手法というものをもっと取り入れ

たら、もっとこんな意見が聞けた。 

そういうふうな部分というのは、それは理由として時間がなかったからなのか、

意見が出て困ると思ったから、そういう多分いろんな本音の部分含めて、実情を知

りたい。 

もうただいずれにしても、そういう、なぜここに選ばれた手法なのか。 

結局、大体、昨年度も申し上げましたけど審議会とパブコメっていう手法性が大

半で、なかなかそういう意見交換会、ワークショップのような場を設け、あるいは、

例えばそういう政策提案っていうものをもっと募っていくとか、これ、時間もかか

るし、事務局が予定していたこと、違う意見が提案された場合、ちょっと困っちゃ

った。だから政策提案的なことは余り触れないと、公的にはですね、そういうこと

も実際にはあり得ると。 

ですから、いずれにしても、どの手法を、この二つっていうもし選ぶとすれば、

なぜその二つにしたのか、この方法は、難しいというふうに判断したのかっていう

それが少し明らかになれば、情報はもし可能であれば、シート上にその辺を書いて

いただくというのは、あるいは、質問表で少し深掘りしてもいいのかなと思いまし

た。 

その点、そういう視点もあったことをまたちょっと共有させて、この議案につい

ては時間ではあるんですけれども、他に委員の皆さんのほうから、質問や評価をし

ていくに当たって、気になる点がありましたらどうぞ。 

 

事務局 

先ほど委員長がお話しされた件につきまして、今回はもうちょっとこういった形

でシートも完成してますので、ぜひ質問票のほうでは深掘りする形をとれたらと思

います。 

また、二つ以上を選ばなかった理由というのは少し難しい部分があります。 

やはり市民参加条例上やっぱり二つ選んでくださいっていうところで、それ以上

っていうのを聞くと、やっぱり市民参加条例上は二つを求められていたからみたい

な答えも往々にしてあるかなというのは予想されます。 

またその担当課からやはりお聞きして、多いのがやっぱり審議会とパブリックコ

メントは今までやったことがあるので、やりやすかったり、ですとか、逆に、その

手法が１番良いと思っていたから、あとほかの手法がよく分からないからっていう

ことも多いです。 

そのほかの手法がどんなメリットがあって、どういったことに効果を発するのか

っていうのが、もう少し分かりやすく、例えば A４１枚等で、何か答申等で示せて

いけると、よりほかの手法、審議会やパブリックコメント以外を、担当課が選びや

すい状況を、我々でぜひつくっていけたらよいのではないかと思いました。 

 

委員長 
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全くご指摘のとおりで、先ほどこの手法を選択するとちょっと大変だなというふ

うな側面が場合によってはあるかもしれない。 

でも、もうちょっと違った面で言うと今おっしゃったように、その手法のメリッ

トってというのは、余りその担当課のほうで知らなくて、もっと知っていれば、早

い段階でその辺のやり方っていうものを踏み越えたっていうケースも、それはそれ

で結構あったりしますので、そういう意味では、ちょっと各担当課で、どの手法を

選択するのかということを検討する段階で、それぞれの手法のメリットみたいなも

のをちょっと把握できるようにしていくとまたちょっと変わってくるのではないか

と思います。 

是非それはご検討いただければと思います。 

 

副委員長 

今の議論の中で、ケースバイケースで、この案件にはこの手法がっていうのは必

ずあると思う。 

議論していく中で、この案件に対してはこういうやり方も、検討してみてはどう

でしょうかという提案がご提示できればどうかと思います。 

あともう一つの委員会の中でやはり、市民として、この立場者の方もいらっしゃ

ると思うので、ぜひ、市民としてこういうやり方があったら、あったよねっていう

のもお出し頂けると、非常に参考になると思います。 

 

委員長 

ぜひ、そういった形で、動いていっていただけたらと思います。 

それでは、この議題についてはそろそろ時間ですので、ご質問等も出てくるかと

思いますので、また次回の委員会でも、それについてはいろいろ触れられることも

できるので、そちらでまた議論できたらと思います。 

議題１については、以上とします。 

議題の２つ目のですね、評価基準の見直しについて、まず事務局のほうから、説

明をお願いします。 

 

事務局 

「評価基準の見直しについて」について、ご説明します。 

（資料６）「評価基準の見直しについて」をご覧ください。こちらを基に前回の

委員会ではご審議いただき、評価基準に D 評価を加えるかどうか、引き続き検討し

ていくこととなっていました。 

 現状の評価基準では C評価が最低評価となり、最低評価を付けるのはかわいそう

ではないかという、客観的な評価ではなく、主観的な評価が少なからずあるのでは

ないかという話もありました。 

そこで、従来の内容に加えて、３年前まで記載されていた D評価の項目「条例の

規定を満たしておらず、不適切であると判断されたのもの」という D評価を来年度

の評価から加えるかどうかをご審議いただきたいと思います。 

事務局からの説明は、以上となります。 

 

委員長 

評価という基準のところですね、D評価を入れるかどうかということで前回の委
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員会でも皆様にご意見頂いたところです。 

一応今年度やるものについては、このままいくということにしておりますけれど

も、事前に、改めてこの D評価を入れたほうがいいかどうかということで、今日、

改めてちょっと確認をさせていただければと思います。 

改めていかがでしょうか。 

 

Ｃ委員 

前回も私 Dは不要だって言った覚えがあるんですけど、要は市民参加のルールっ

ていいますかね、規定してあるやつを下回るような事業を１年間やってきたのは、

この委員会で審議する必要ない。 

だから、ABC評価で、市民参加の条例に従って、一定のルール、運営方法に従っ

て、終わった事業について、委員会の中で、大変よくできましたとかね、もうちょ

っと努力しましょうとかいう評価はあれなんだけど、それを満たしてないよってい

うのをこの委員会で評価する必要ない。 

それは事務局側でネグレクトして、市役所の中で処理していただきたいというふ

うに私は考えています。 

 

委員長 

その点は、今年度は１４事業、事務局のほうから上がってきておりますけれども、

この事業を選ぶっていう段階において、要するに市民参加が全然なされなかったこ

とについては、事務局のほうでは弾くっていうことに今なっているのでしょうか。 

もう１回その点確認させてください。 

 

事務局 

そういった、事務局では弾くといったことはしていないです。 

 

委員長 

そうしていくべきだというようなご意見ですね。 

ほかにいかがでしょう。 

 

Ｄ委員 

前回言ったと思うんですけど、基準に満たしてないというやつはもう事務局で、

それをカットする、そういう権限はあるんでしょうか。あれば、D評価をつくる必

要はないと思うんですよ。 

ただ、その各課から上がってきたものについて、それをこの委員会に上程すると、 

そういうことであれば、件数はほとんどないと思いますが、D評価があった方があ

る種の抑止力になると思います。その辺だと思います。 

そういう権限が事務局にあるのであれば、あえて論議することはないわけですか

ら。ないのであれば、つけておくということがあると思います。 

 

Ｃ委員 

私は事務局に権限があるんじゃなくてこの委員会に権限があると思うんですよ。

この委員会でルールを守ってない事業は、審議する必要はないというふうに思って

ますんで、それを審査って言いますけど、これは対象外ですよっていうのは事務局
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さんにお願いしたいという、事務局さんが権限を持っているかどうかではなくて。 

この委員会は、市民参加条例で決まっていて、こういうふうにやろうよって決ま

っているのを満たさないような事業っていうのは、議論すべきではないという風に

考えています。 

 

Ｄ委員 

 理屈も分かりましたけれど、そうであればね、今、そういう上がってきたらです

ね。D評価にすればいいんじゃないかというようなことが私の考えです。 

 

Ａ委員 

D評価になるような、事案が出てくるか来ないかというのは蓋を開けてみないと

分からないというのがあるのと、仮に D評価に該当するような事案をこの委員会で

審議をしなかったとなったら、どこでやる形になるのか。 

そうするとそれを議会でやるのかっていうとそれは筋違いだと思います。議会で

やるっていうことになると、この市民参加推進委員会は一体何をやっているんだっ

ていうような話にならないかなという気がします。 

そういうことを考えると、D評価というのは、私はあってもいいのかなっていう

気はします。 

D評価に該当するような事案は、そこの部分は、議会ないしは別なところが対応

しますよっていうのであれば、そのすみ分けできます。 

そうじゃないんであれば、もうこの委員会でしかっていうことであれば、そこは

D評価というのはあってもいい、ただ D評価があっていいとするのであれば、ただ

私はちょっと一つほど、気になっているのが、複数選択されておらずっていう複数

が、どうなんだろう。これが複数っていう言葉は必要なのかどうか。そもそも選択

されていなかったらどうすんだって話にもなると思います。 

あえて私は D評価を入れるのであれば、複数選択するという言葉は省いていいの

ではないか。逆に入れるんだとしたら、E 評価を作るのかと、さらにどんどん広が

るように思います。 

ちょっとそこは違うのかなという気はしますけども、要は市民参加委員会と、関

係する委員会って言ったらいいですかね、議会だったらいいですけど、そこのすみ

分けさえきちんとしていれば、そこで C評価までにするか、D評価までにするかを

考えればいいんじゃないかと思います。 

 

事務局 

今、Ａ委員からご質問があった、この市民参加について、ほかで何か D評価にな

ったものを、議論する場があるかっていうと、市民参加の部分についてのみは、な

いです。 

やはりこの委員会の所掌事務というのは、この市民参加条例の運用に関する評価

になるので、やはり、良いものを評価するのももちろんですし、悪いものっていう

の、良し悪しの評価になってまいりますので、その範囲はこの委員会で、お任せさ

れているものになります。 

また、事務局のほうで、事前に落とせないかという話もありましたが、おっしゃ

るとおり事後評価的になってまいりますので、各事業がそれぞれ進んでいって最後、

結果報告という形で出てきますので、でてきたものに対してちょっと我々のほうで



16 

 

弾くっていうのも、現在、そういったことは行っていません。 

 

Ｃ委員 

条例で決まっているので、条例に違反してる場合は、委員会の中でそれを評価し

なさいっていう風に聞こえましたが、こういった市の条例ってその条例に違反した

場合の扱いというのは、大体そんな感じなんですか。条例で決まってるものについ

て。 

それに基づいて、運用マニュアルというのは作られていて、複数の手法を取り入

れなさいっていうふうに書いてあるわけですよね。 

それに違反して、市民参加の手段が提供されない事業がありましたっていうのは、

これは私、条例違反になるんじゃないかというふうに思ったんですね。 

それを処罰っていうか、それって、この委員会にあるのかな。 

それは、市役所さんの業務の中の何かそっちにあるんじゃないかという風に思い

ますが。議会とかではなくて。 

 

事務局 

こちらの条例違反というような明確な判断基準がもしあるんであれば、そこをこ

ちらで判断することも可能なのかもしれないんですけれども、例えば複数選択って

いうところの部分で、担当課としては、これは複数やったという風に考えて市民参

加をやりましたっていう解釈。解釈の問題になってしまうので、そういった部分で

は条例違反になっているかどうかっていうのは、判断基準として明確でない場合も

あるかとは思いますので、その辺りをどう考えるのかによっては、委員会のほうで

判断をすることもあるかと思うんですね。 

複数必ず使ってくださいって言っていて、こっちとこっちを選びましたっていう

話をしても、これは市民参加とは言えませんねっていう判断をする場合もあるかと

思いますので、その辺り全くないっていうような考えでもう切捨てていくのか、判

断の余地、解釈の余地があるっていうふうな形で、D評価と判断をすることがある

っていうふうに考えていただくのか、その辺りの議論をしていただければとは思い

ます。 

 

Ｃ委員 

３年ぐらい前までは D 評価があったんだけども、D 評価を廃止しましたっていう、

それはね、平成２４年に条例ができて、それからずっとやり始めてきた。 

みんなやり方がわからなくて、中にはこういう事業もありましたかどうか知らな

いんだけども、そういう経緯があったりっていうので、D評価は元々あったんです

ね。 

それはもう１０年も過ぎてですね、もう市役所の業務マニュアルの中に、市民参

加については、こういうふうにやるんだっていうのがもう浸透してて、それに外れ

るようなルール違反な担当課はもう無くなったと、だからもう D 評価は要らないん

じゃないか。 

それは、市が事業を１年やるときに、守るべきルールでそれをやらない担当課長

がもしおるんだったら、出てこいっていう話。 

だから D 評価をやめたっていう経緯があるんですよね。 

それを、わざわざまた復活させるっていうその大きな理由が私には分かりません。 
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ここに来て、流山市役所の中でやっている事業っていうのは、大体市民参加のル

ールってきちんと守ってね、それの良し悪しはありますよ。 

出来、不出来みたいなことはあるかもしれないけど、その守るべきルールは、そ

れはきちんと守って事業をやっていますよ、市役所はと。 

それを我々が、もうちょっと頑張ろうねっていうふうな審査をするというのが

ABC評価であってね、守ってないやつっていうのを守ってないってここで言うのは

もう手後れなんです。 

だから D 評価は不要じゃないかというふうに私は思います。 

 

副委員長 

私は、D 評価があったほうがいいと申し上げたのは、まさに今のお話を伺ったと

ころで、D 評価があったほうがいいと思いました。 

というのは、D評価に該当する事業がなければ D評価はいらないじゃないかって

いうと、C 評価に該当するような事業がないから C評価がいらないんじゃないか。 

B評価に該当する事業がなければ、B評価がなくなっちゃって、A評価だけでいい

んじゃないか。 

そうなると、評価する意味がないんですね。 

ある意味、評価している意味がないぐらい、レベルアップしていてですね。もう、

我々存在意義がないよねっていうのは、もちろん流山市がハッピーな状況ではある

んですけど、実際には、なかなか、世界的に見ても、こういうことは起きないとい

うことと、それからやはり評価をするという段階で、人間がやることですので、な

かなか ABC 評価があったら、ちょっと C評価ってつけづらいよねっていうのが、評

価基準として C 評価に該当していたとしても、C 評価ってなかなかつけづらいよね、

という判断がどうしても入ってくると思いますし、実際、去年の議論を聞いていて、

そういう危機感を思いました。 

これって B－なのか、C＋なのかと判断になったときに、ちょっと Cにする可哀そ

うだなっていうのがあったと思います。 

これって、やっぱり D評価がないからだと思います。 

ていうところもあってですね、今の議論の中で、D評価っていうのがあるという

ことが抑止力になる。 

D評価をする場所がないっていう意味でも、D評価があったほうがいいと思います

し、我々が評価をするという中で、もちろん来年度になるでしょうけど、委員の方

が判断するということを考えて、やっぱり D評価っていうのがあったほうが、きち

んと的確に判定されるということがあるのではないかなっていうふうに私は思いま

す。 

 

Ｃ委員 

もう最後にしますが、先ほどの C 評価がなくなれば、C 評価はなくてもいいのか、

B評価も同様なのかという議論は一つ、違うんじゃないかというふうに思います。 

基準があって、市民参加のマニュアルがあって、条例があって、基準があります

と、それに対して ABC 評価の判断があるわけで、その年度でね、全事業が A評価で

あった。それもあるかと思います。全事業が C評価だったっていうのもあるかと思

っています。ただ、D 評価っていうのはないでしょっていうふうに、思っています。 
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それと、もう１点ちょっと気になったことは、C評価をつけるのはかわいそうだ

っていう発言がありますけど、そんな基準で審議をしてたら、とんでもない話で、

私は C評価を堂々とつけますよ。それは、ちょっとおかしいのではないか、それは

基準が分かってないんじゃないかというふうに思います。 

多少そのプラスとマイナスの基準のファジーなところはあると思いますけど、こ

の C評価をつけるのはかわいそうだから B 評価にしましたなんていう理由を、担当

課にフィードバックなんかしたら、この委員会が疑われてしまいます。 

だからそれはないというふうに思います。 

 

副委員長 

すみません、実際に去年の議論の中でそういうことがあったんで、申し上げまし

た。Ｃ委員のですね、きちんと、これはこうだからこうだっていう、もちろんそれ

が大前提として、判断するべきだと思いますが、やっぱり人間なので、我々も。 

学生の評価をするときに、Bなんだけど、単位が駄目になるのだけど、B だしなっ

ていうのがあるもの、ボーダーラインっていう、まさにこのボーダーラインのとこ

ろっていうのは、色んなところで評価分かれる。 

そのときに、どうしても良いほうに評価してしまいがちだと思いますし、多分そ

れは間違っていないのかもしれません。 

ただ、それって、やはり、その下の評価がない。その下の評価があるとかないと

かっていうのが多分大きな要因なんですよ。 

私が言いたいのは、Ｃ委員が、Cに評価されるような事業が、B評価に入れるよう

な判断をされる、評価されてしまうっていうのは問題なんじゃないかなと。人間な

ので、それが起きてしまう。 

これは D 評価がないからだと思います。 

やっぱり D評価があるからこそ、C評価をつけられる、正しく判断される。 

その判断の仕方が正しいかどうかというのは、Ｃ委員と私ではやっぱり分かれる

と思うんですけど、ただ結果を見て、結果どうなるのかっていうところを考えます

と、C評価の下に D 評価があるっていうのは、結構そういうところでも影響がある

と思います。 

 

Ｂ委員 

両者の意見はとてもよくわかるのですが、結論から言うと私は D評価があったほ

うがいいか、どちらでいうと、それはちょっと分からないです。 

というのは、基準に当てはめて私たちは評価をするので、基準にあっているかど

うかで、A 評価か B 評価か C評価かと判断をして、評価をするので、その下がある

から C評価をつけられるかっていうのは、本当は無いんだろうなと思います。 

判断基準に照らし合わせて評価するので、D評価っていうのは確かに条例にそぐ

わない形、条例違反となるので、手法を複数選択しなかった事業があれば D評価だ

し、それはまだないと。これからも、こういうふうに複数選択しなさいって書いて

あればないと思われます。 

それから、その評価は、前年度までの終わってしまった事業を私たちは評価する

ので、その事業の評価でもあるけれども、それは翌年度以降、その評価を見て、よ

りよい市民参加をしてほしいっていうために評価をしていると思います。 

私は D評価があるかないかということよりも、評価は、各課がみられるようにな
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っていますっていつもおっしゃっていますが、実際にご覧になって、担当した方、

または、これから担当するかもしれない方とかそうじゃない方など、日頃の事業で

お忙しいとは思うから、なかなか直接的に今やらなければならないこと以外の、過

去のフィードバックみたいなものを本当にご覧になっているのかっていうのは、２

年前に、終わった事業の担当課を呼んで質問っていう機会を設けてくださったとき

に、こういう事業や市民参加に関することを担当課の方が１人で全部やっていらっ

しゃるって聞いたときに、ちょっとびっくりしたんですよね。 

その手法の選択の仕方とかを他の方に相談したりしてないんだって思うことがあ

ったので、D 評価があるかないかよりも、私は、私たちが評価した後に、できれば、

こんなに時間をかけて、私たちも広報 ID を見て、審議会の内容も全部読んで、一応

基準に合っているかどうかを評価していくつもりですので、そのあとをフィードバ

ックっていうか、職員さんに見ていただけたらなと、ちょっと思いました。 

 

委員長 

難しい議題だと思いますが、ほかにご意見ありますか。 

最初は D 評価があったんだけれども、数年前に無くなって、もう１回改めてって

いう形になっていますが、去年８月に、評価に加わって、ちょっと実感したのは、D

評価を去年つけたかったという項目がありました。 

だから、そのときに D評価があれば、つまり C評価までっていうのは、市民参加

の手法は取り入れられているということです。 

これは、明らかに市民参加の手法を取り入れられてない基準に満たしていないん

じゃないかっていうふうな、全体としては市民参加の手法はそれなりに取り入れら

れていると思いますが、情報発信の部分については、これは D評価だというような

ことはありました。 

ですから、そういったときに D評価がないと、正確な評価がつけられないなと私

が１年間評価をしてみてちょっと実感しました。 

ですから、そういう意味で、評価を、一つはどういうふうに、その市民参加の手

法が導入されている。意味合いとか整理とか、そういったことを評価するというの

が趣旨。もちろんそれは確かにそうなんだけれども、プラス市民参加水準に達して

いないのは、弾く。その弾くっていうことも評価の一環になっていると思います。 

弾くっていうことをちゃんと評価の中でやるっていうことであれば、私は D評価を

入れるべきだと思います。 

あとは、その D評価をつけるかどうかは各委員の判断に任せられている。 

ですから、評価ってどこに軸を置くのか、弾くということも含めた評価なのか。 

もう市民参加が実施されているってことはもう前提で、その上での評価っていう

ことになる。 

その違いではないかなというのがまずあります。 

それからもう一つ、条例がちゃんと運用される上で、条例違反がないかどうかっ

ていうものを判断するのは、多分この市民参加については、この審議会になると思

います。 

だから、条例違反は、実質はないだろうけれども、つまり、事前にいろんな協議

を重ねた上でその事業の展開しているでしょうから、恐らくはないんだろうけれど

も、でも、その運用された結果では、基準に満たしていないということもあり得る

ので、だからこの委員会があって、市はそこを判断するというふうな立てつけに一
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応条例上はなっている。 

あとはその評価をする、内部ですね。委員と事務局。それは事務局がやるべきな

のか、我々委員がやるっていうかというところがあります。そういうあたりもどう

するか。 

多分、私も考えると、事務局はそうやるべきではないと思います。 

つまり、形式的に弾けるものだと事務局でやっていいと思うんですけど、先ほど

課長がおっしゃったように、解釈が入るものです。 

例えば情報発信ということ一つをとっても、どういうふうな情報発信をすること

がこの条例の精神にあっているのかどうかなど、解釈ですから、どう解釈すべきか

どうかっていうのは、事務局としては、多分委員の意見をもらいたいっていうとこ

ろだと思います。 

ですから、そういう意味で、これは満たします・満たしていませんよということ

を我々が意見として言って、その上で、判断するっていうことが多分事務局的にも

求めているところだと思いますので、その辺りを踏まえてどうするかということな

んですけど、何かご意見ありますでしょうか。 

 

Ｄ委員 

以前、D 評価があってそれをやめたときの議論が私はわからないですが、分かり

ませんけれども、ただ、今委員長がおっしゃったようにですね、やっぱり評価です

から、要はそのなかに不適切だという項目っていうのはね、あるべきだと思うんで

す。 

別にあるから使えということじゃなくてね、やっぱりそれは ABC 評価なのか ABCD

評価なのかは分かりませんけど、ただ、その内容として、今私が言っていますよう

に事務局でそういう権限がないのであれば、当然ないと思いますが、上がってきた

やつをこちらへ審議に持ってくる、提示するということであれば、やっぱり不適切

というのはね、あってしかるべしだと思うんです。 

恐らく希望的観測から言えば、ないと思いますけどね、これをつけるケースって

非常にまれなケースで、今おっしゃったようにね。 

やっぱり評価ですから、不適切だとか、バツだとかは、それはあってしかるべき

だと私は思います。 

ただ、過去にね、いろいろ議論された。 

その辺のところはどうなのかちょっと一旦上げてしまうのだけど、客観的に見て、

評価をしていくのであれば、必要だと思います。 

 

Ａ委員 

市民参加の実施の予定シートが出てくるタイミングについては、こういった事業

をやりますという企画立案をやった段階において、これ市長決裁なのか部長決裁な

のか区分は置いておきますが、その決裁の過程において、並行で、この予定シート

っていうのも担当課で作成されるのでしょうか。 

この委員会に回ってくるのは、どのタイミングになるのでしょうか。 

 

事務局 

一応タイミングといたしましては、各市民参加を実施する前にご提出をお願いし

ているもので、年２回、４月と１０月というところで一旦区切りは設けて、その際



21 

 

に、今後実施市民参加、パブコメや審議会等を行う場合は、先のスケジュールを予

定しているとして、入力をしてもらってご提出いただくので、基本的には実施する

前っていうところでのタイミングで、このシートは出してもらっています。仮にシ

ートに一つの項目しかなくてっというときには、確かに二つ以上選ばれていません

よねといったところは、お話はできるかもしれないんですけれども、実際にシート

に二つ以上の手段が書かれていて、継続して、４月と１０月にシートっていうとこ

ろは更新したものをまた出してもらうっていうところはあるんですけれども、最終

的に結果シートっていうのが出てきたときに、予定シートではするとされていた手

法が実際に行われていなかったみたいなケースが仮にあったら、我々もそこの、一

つしか行われてなかったっていうと、事後評価にはなってしまうので、実際に二つ

以上行われてなかったものが、この委員会の審議の場に、来るということも考えら

れるかなと思います。 

 

Ａ委員 

聞きたいことがありますが、随時来るのか、そのタイミングを伺いたい。 

できた段階において、いわゆる原課ですね、担当課と原課において、要は、「こ

れはこうだよ」「これはまずいよ」というような形がフランクに、そういった形で

やれるのであれば、そこは、この条例に基づかないやり方でやろうとしているって

いうことになると思います。 

ところが結果に関しては、例えば震災なりのことがあって、例えばですよ、諸般

の事情によってできなかったって言ったときに、それが、本当にこれは致し方ない

部分であったのかどうかっていう判断は、最後にやるのはしょうがないかなと思い

ます。 

なので、最初の段階でどこまで担当課が踏み込めて、その原課に対して、指導と

いう言い方だと、上から目線的な話になってしまうので、「ちょっとまずいんだよ

ね」みたいな話をどこまでやれるのかなと思います。 

だとすれば、D 評価を出すリスクというのはかなり低減されるのではと思います。 

あとは結果です。であれば、ゼロというのは、先ほど委員長のおっしゃる人間な

のでヒューマンエラーがないということはまずあり得ない。ただあってはならない。 

Ｃ委員がおっしゃったように、そんなのけしからんは、まさにそのとおりだと思い

ます。 

思いますが、ただ、何て言うんでしょう、言葉は悪いかもしれませんが、戒めと

いうか、こういうのではだめなんだよという意味では、私は使うことはしたくはな

いけども、でも致し方ない。これはダメだねという場合のために、作っておくとい

うのは全然構わないのではないのかなと思います。 

だから、どっちかっていうとこれはＢ委員がおっしゃったようにどっちつかずっ

ていう言い方をすると、Ｂ委員には失礼かもしれませんが、もう悩ましいのは分か

ります。 

ただどちらかと言われると、諸手をあげて私はあったほうがいいとは言わないけ

ども、どちらかというとあったほうがいいんじゃないのかと思います。 

 

委員長 

あと、もう一つ申し上げれば、この D評価の、今資料６で案として上がってるの

は、さきほど出てきた複数選択され、多分複数選択がされてないケースってのは多
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分ほとんどないと思うんですね。 

だけど私が申し上げたいのは、二つあるかどうかって判断は多分事務局で見れば、

わかると思いますが、だけど、二つ選択するかどうかっていう視点だけじゃなくっ

て、もっと実質的に、例えばそういう情報発信というのも、市民にちゃんと的確に

市民が理解できるような情報発信しているのかどうかって、どちらかいうと、中身、

実質的な部分というの判断。 

だから、複数選択はなされてるけれども、本当に形式的で、本当に結果的には形

骸化してるような、そういう運用になってるとすれば、これは D 評価っていう意味

で私は D 評価があったほうがいいんじゃないかなっていうふうには、思っています。 

けども、実質的って、すごく難しいし、内部的にも、そういう水準で評価された

ら、結構厳しいなというふうに思われてしまうところもあるかもしれませんけど、

市民参加がどれぐらい浸透してるかどうかの水準といいますか、私はそれぐらいあ

ってもいいんじゃないかと、ちょっと個人的には思っています。 

 

Ａ委員 

もし、仮にそのような評価になりそうな事案があった場合は、担当課から意見聴

取みたいな形っていうのをやりますよね。委員会の中で。もしそういう事案になり

そうなものがあれば、その段階で臨時ではあるかもしれないけれども、そこで話を

聞く、というやり方で最終判断を下すっていうような方法はありなのかなと思いま

す。 

 

Ｃ委員 

委員長が今言われているように、一応形式的にやっているんだけど、その中身が

問題だよっていうのはね、方法の選択の評価ですよね。 

方法の選択と情報提供とスケジュールって三つの観点があってね、ちょっと情報

提供のところが、まずいというふうになればね、その点だけに D 評価をつければい

いだけの話であって、総合評価で D評価をつけるのは、それは不要じゃないかと思

います。 

皆さん、あったほうがいいって言ったら良いんですけど、議事録には自分は不要

だっていうふうに明記しててください。 

前の委員に説明ができないので。 

 

副委員長 

今、おっしゃった話に、私がちょっとなるほどなと思ったのは、確かに、審議会

の中身もそうですし、例えばアンケートをとったときに、意図せずというところで

あると思うんですけど、回答票が集まらなかった場合や、１０００人に配ったけど、

１通しか入ってこなかったっていうのは、アンケートとしてちょっと破綻している。

今のところないのですが。 

あとは、ウェブアンケートとったけど、これの対象としているのが、例えば駅前

の景観に対する計画なんだけど、駅前の景観に全然関係ない人たちのアンケート結

果だった場合、それしか入ってなかった場合は、あんまり意味がない。 

ていうところも含めると、実はこれ２件やっていますよっていうふうにカウント

としてはあるのだけれども、中身として、１件になり得ないよねっていうのがある

可能性がある。というところでは、D評価というのは、今、委員長の話を伺うとそ
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うだよねと思います。 

あと抑止力という意味でも、そういうことあってはいけないんだよっていうこと

の意味でも有効なんだなと今ちょっと思いました。 

 

委員長 

難しい。いろいろご意見を頂いて、確かに D評価があったんだけど、なくなって

というふうな流れになっていす。 

 ご意見踏まえた上で、これまでいろいろ評価を変えたっていうふうな経緯もあっ

たかと思いますけれども、今改めて皆さんの意見等々も踏まえた上で、一応その評

価する選択肢はあったほうがいいのではないか、というふうには思いますし、また

その中身をどうするか、運用をどうするかっていう部分はもうちょっと詰めたほう

がいいかなっていうふうに思います。 

そこはもうちょっと詰めさせていただくとして、D評価も一応評価基準の中には

加えるという形にさせていただいて、基準や運用の在り方あるいは手続の踏み方

等々については、もうちょっと今後、次の問題として揉んでいくという形で掲載さ

せていただければと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

副委員長 

前回、無くされたというところ、その経緯があったからこそ、これだけ、D評価

に対する議論ができたというのは非常に有意義だったと思います。 

D評価だけじゃなくて全体の判定についてどうあるべきなのかという議論ができ

たと、非常に有意義だったと思いますので、その点も含めて、とどめていただけれ

ばと思います。 

 

Ａ委員 

D評価は、私はどちらかというと賛成というか賛成よりの意見です。 

D 評価はもうこの場で「ある」という決定っていう解釈でよろしいんでしょうか。 

 

委員長 

一応委員会としては、決定とさせていただければと思います。 

 

Ａ委員 

なぜこだわっているかというと、決定をしてから、後になってからどういう運用

にするかを決めるのは、順番が違う。 

つまり、決定することを前提に、その運用の仕方を決めていって、最後、D評価

をつくるよというふうにするのが順番なのかなと。 

つまり、最初に枠だけをつくってしまって中身がないっていうのはちょっと違う。 

なので、D評価をつくることを前提にこれからその運用の仕方をどのようにしま

すかっていうんであれば、私はなるほどねと思うのですが、最初から D評価をあり

とするって言った上で、そこからその運用を決めましょうというのは、ちょっと順

番が違うかなと思います。 

いかがでしょうか。 

 

委員長 
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ここの作業としては、そういった理解で私は特に、問題ないと思いますけれども、

要するに D 評価を復活させるというふうなことを前提に一応詳細を固めるというふ

うな、そういう理解でよろしいでしょうか。 

 

Ｃ委員 

私の理解はね、普通に５対１で決まりました。ありとしてね。作業されるのは、

次でしょう。多分次の委員なんですよね。 

だから、我々の責任としてやらなければいけないのは、運用っていうのをどうい

うふうに具体的に、決めていくかっていうのを、この１年間でやって引き継がなけ

ればいけない、そういう理解をしたんですね。 

ただ、一応報告がありました、運用は次の委員に向けて、D評価というのはこう

いうことだと具体的に議論してね、引き継ぐ、そういう機会だから、間に合ってい

るんじゃないのかなと思います。 

今年の、令和５年度事業評価には D評価がないのですから。そういうことだと理

解してます。 

 

委員長 

D評価を次年度以降復活させるという風なことで、またその運用の部分について

は、今年度の評価もありますから、その中で、もうちょっとこういうふうな運用、

やっぱり D 評価をこういう部分でこういうふうにしたほうがいいよねっていうよう

な確認をしながら、今年度については D評価ないけれども、一応評価をこれから進

めていき、その確認をしながら、次年度に引き継いでいくっていうような形にでき

ると、実質的の部分も含めて、D評価を確立していくっていうことができると思い

ます。 

一応、今年度はそういうふうなことを念頭に置いた上で、D 評価はないけれども、

今年度分としての評価をして、次年度については、そういう形で、最終的にはまと

めて、それを引き継ぐというふうなことにするということを、今日の段階で確認さ

せて頂ければと思います。 

よろしいでしょうか。 

 

それでは議題の二つ目は以上とさせていただいて、三つ目「その他」についてと

いうことで、事務局のほうから、説明をお願いします。 

 

事務局 

 本日はご審議ありがとうございました。 

 議題（３）「その他について」２点ご報告いたします 

 １点目、（資料８）【令和６年４月改訂】市民参加手続案内（職員向けマニュア

ル）についてです。（資料７－１）主な変更点をご覧ください。 

 

≪資料の要点読み上げ≫ 

 

 ２点目、（資料７－２）主な変更点をご覧ください。 

 

≪資料の要点読み上げ≫ 
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 次回の会議の開催日時は、６月２６日（水）午前１０時から、第２庁舎３０２会

議室での開催となります。 

また、委員会終了後、質問表のデータをメールで送付いたしますので、ご質問の

ある方は、６月３日（月）までにご提出をお願いします。 

よろしくお願いいたします。 

 

委員長 

以上で、本日の議事は終了しました。 

お疲れ様でした。 

 

〔閉会 １２時〕 

 


